
Optimal Bizサービス利用規約 

 

この「Optimal  Biz サービス利用規約」（以下「この規約」といいます。）は、ビッグローブ株式会社 

（以下「当社」といいます。）が株式会社オプティム（以下「オプティム社」といいます。）のサー 

ビス「Optimal Biz」の提供を受けて、自らの名義で提供する「Optimal Biz サービス」の利用条件に 

ついて定めたものです。 

 

第 1条（利用規約の適用） 

この規約は、ビッグローブ株式会社が自己の名義にて提供する「Optimal Biz サービス」（以下 

「本サービス」といいます。）の利用に関し適用されます。 

2   本サービスの利用については、この規約に別段の定めがない限り、オプティム社が定める「 

Optimal  Biz 利用規約」（これに付随する各種規約を含むものとし、以下「オプティム規約」とい 

います。）を、そこに含まれる「オプティム社」および「当社」の語を「ビッグローブ株式会 

社」に、また、「本製品」の語を「本サービス」に読み替えた上で適用します。ただし、オプティム社の

Optimal Biz 利用規約第 10 条第 3 項（保存情報・個人情報の保護）については、オプティム社の製品を

用いること自体によるお客様データに関してのみ適用されるものとし、当社（ビッグローブ株式会社）に直

接保管されるデータ（課金データ等）には適用されないものとします。 

3  オプティム規約とこの規約の規定とが抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、この規 

約が優先します。 

4  オプティム社および当社による本サービスの説明、案内、利用上の注意等（オプティム社または 

当社所定のウエブページ等に掲載するものを含みます。）は、この規約の一部を構成するものと 

します。 

5  契約者は、この規約を誠実に遵守するものとします。 

6  当社は、一定の予告期間をおいて当社所定の方法により契約者に通知することにより、第 2 項に基づ 

き本サービスの利用に適用されるオプティム規約の内容を変更することができるものとします。 

契約者が当該予告期間内に第 11 条に基づき利用契約を解除しなかった場合、契約者が当該変更に 

同意したものとみなします。 

 

第 2条（本サービス） 

当社は、約款およびこの規約に定める条件に従い、本サービスを適用します。本サービスの概要 

は別紙に定めるとおりです。 

2  当社は、本サービスの提供に関する業務の一部を、当社の責任において、オプティム社に委託す 

ることができるものとします。 

 

第 3条（利用申込および承諾） 

本サービスの利用を希望する者は、この特約に同意のうえ、当社所定の事項について必要な記載 

を行った申込書（以下「申込書」といいます。）により、本サービスへの申込みを行うものとします。 

2  前項に定める申込みに対し、当社がこれを審査のうえ承諾したときに、当社とお客様との間の本 

サービスの利用契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。 

3  当社は、利用契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、当社所 

定の方法で通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。 

(1) 利用契約の申込み時に虚偽の情報を登録したことが判明した場合 

(2) 金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠ったとき、または怠るおそれがあるとき 

(3) その他当該申込を承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があると当社 

が判断したとき 

(4) その他当社が不適当と判断したとき 

 

第 4条（変更届） 

契約者は、前条に基づき当社に提出した申込書の記載内容に変更が生じた場合には、直ちに当社 

指定の書類により変更内容を届け出るものとします。 

2  契約者が前項所定の届出を怠ったことまたは遅延したことに起因して不利益を被ったとしても、 



当社は、一切責任を負いません。 

 

 

第 5条（本サービス料金） 

本サービスの利用料金は、月額料金のみとします。 

2  料金等の具体的な額は、別紙の料金表によるものとします。 

 

第 6条（料金等の計算方法および支払方法） 

月額料金の支払いは、本サービスの利用開始日（以下「本サービス開始日」といいます。）から 

起算して本サービスの利用の終了があった日までの期間の各月について行われるものとし、暦月 

の途中で開始しまたは終了した場合であっても、月額料金の日割りは行わないものとします。 

2  当社は契約者に対し、前項の各月に係る月額料金およびこれに対応する消費税等相当額を、当社 

所定の書面により、当該各月に係る月額料金の報告とともに請求するものとし、契約者は当社に 

対し、当該書面に定める支払期日までに、当社が指定する銀行口座に振り込む方法により当該請 

求金額を支払うものとします。 

3  本条第 2 項の期間において、本サービスの利用中止または利用停止があった場合は、契約者は、そ 

の中止または停止期間中の月額料金の支払を要します。 

4  当社は、料金の計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。 

 

第 7条（延滞利息） 

契約者は、月額料金をその支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期 

日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息と 

して当社が指定する期日までに当社に支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算し 

て 10日以内に支払がなされたときは、この限りではありません。 

2  当社は、前項の計算結果に 1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。 

 

第 8条（振込手数料） 

料金等の口座振込に係る銀行手数料およびこれに対応する消費税等相当額は、契約者がこれを負 

担するものとします。 

 

第 9条（情報の保護） 

当社は、当社知得の契約者等の個人情報（本サービスの提供に際して知った情報を含みます。） 

に関し、オプティム規約に加えて、本条の規定が適用されます。なお、本条においては、次の用 

語はそれぞれ次の意味で使用します。 

(1) 「代表者等」とは、本サービスの申込および変更等に際し当社に登録された情報により識別す 

ることができる代表者その他の特定の個人（他の情報と容易に照合することができ、それに 

より識別することができることとなる代表者その他の特定の個人を含みます。）のうち、管 

理者および利用者を除く者をいいます。 

(2) 「契約者等」とは、管理者、利用者および代表者等をいいます。 

(3) 「契約者等の個人情報」とは、契約者等に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住 

所、電話番号その他の記述等により特定の契約者等を識別することができるもの（他の情報 

と容易に照合することができ、それにより特定の契約者等を識別することができることとな 

るものを含みます。）をいいます。 

(4) 「当社知得の契約者等の個人情報」とは、契約者等の個人情報のうち以下のものをいいます。 

① 申込、変更等に際し当社に登録された情報 

② 上記①の他、本サービスの提供に関連して当社が知得した情報 

(5) 「料金等情報」とは、契約者、管理者および利用者の利用料金、利用料金明細、請求料金、入 

金情報その他の料金等の請求・決済に係る実績に関する情報をいいます。 

2  当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者、管理者、利用者または代表者等の秘密情報 

を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、 

裁判所の発する令状その他裁判所の判断または法令に従い開示する場合にはこの限りではありま 



せん。 

3  契約者は、当社が、当社知得の契約者等の個人情報のうち次の第 1 号乃至第 9 号の各号に定めるも 

   のを、当該各号に定めるその利用（第三者への提供を含みます。）の目的（以下「利用目的」とい 

います。）の達成に必要な範囲内で取扱うことに同意するものとします。 

(1) 契約者との間において本サービスの提供に伴い必要となる認証、運用業務、料金等の請求、与信管 

理、ならびに料金等の変更および本サービスの変更、追加または廃止に係る通知をするため、 

ユーザ ID 等、氏名、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、会社名、部門名、住所、 

性別、生年月日、通信履歴、アカウント情報（料金等の支払方法に関する情報をいいます。）、 

利用契約情報（契約の種類、申込日、契約日、その他の利用契約の内容に関する情報をいいま 

す。）、および料金等情報等を利用すること 

(2) 本サービスの提供として、本サービスの提供とともに、その他本サービスの提供との関連におい 

て、契約者が請求または購入した資料、サンプル・試供品、景品および商品等の配送その他の提 

供をするため、氏名、ユーザ ID等、住所、および電話番号等を利用すること 

(3) 本サービスの提供として、本サービスの提供とともに、その他本サービスの提供との関連におい 

て、契約者からの請求、問合せおよび苦情に対する対応  、 出張サポート、または連絡をするた 

め、氏名、ユーザ ID 等、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、通信履歴、お 

よび料金等情報等を利用すること 

(4) 契約者に対し、本サービスの提供として、本サービスの提供とともに、その他本サービスの提供と 

の関連において、当社または当社の提携先等第三者の商品またはサービス等の品質向上等を図る 

ためのアンケート調査等を行い、その集計および分析等を行うため、ユーザ ID 等、氏名、電子 

メールアドレス、電話番号、住所、性別、年齢その他の属性に係る情報、料金等情報、および当 

該アンケート調査等の結果得られた情報等を利用すること 

(5) 本サービスの提供として、本サービスの提供とともに、その他本サービスの提供との関連におい 

て、当社または当社の提携先等第三者の商品、サービス等または広告、宣伝その他の情報の内容 

を契約者向けにカスタマイズする等これを向上させるため、ユーザ ID 等、氏名、電子メールアド 

レス、Web サイトの閲覧履歴、電子メールへの反応状況、性別、年齢その他の属性に係る情報、 

料金等情報、および本サービスその他当社が提供するサービスの利用に係る情報等を個別に告知 

を行うことなく収集するとともに、これらを 当社知得の契約者等の個人情報 その他当社が 知り得 

た情報 等と関連付けて利用すること 

(6) 前 2 号に定める当社の提携先等第三者による商品またはサービス等の改良、企画開発またはマーケ 

ティング活動のため、前 2 号により得られた情報等を、契約者および契約者等を識別または特定す 

ることができない態様にて、当該当社の提携先等第三者に開示または提供すること 

(7) 契約者に対し、本サービスの提供として、本サービスの提供とともに、その他本サービスの提供と 

の関連において、当社または当社の提携先等第三者の商品またはサービス等に関する広告、宣 

伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連 

絡のための、当社の Web サイトその他契約者の端末上への表示、 電子メールの送信もしくは印刷 

物の郵送等（サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。）を行い、または電話もしくは 

訪問による説明をするため、氏名、ユーザ ID 等、住所、電話番号、ファックス番号、電子メール 

アドレス 、 およびダイレクトメール・情報誌等の配信または購読希望情報等を利用すること 

(8) 利用契約の解除もしくは終了に伴う契約者の退会処のため、それぞれ、ユーザ ID 等、通信履歴、お 

よびその他当該契約者の退会処理または当該処理に必要な情報等を当該契約者の退会後または当 

該ユーザ ID等の解除もしくはその取消後も当社所定の期間利用すること 

(9) 裁判所の発する令状その他裁判所の判断または法令に従い契約者等の個人情報を開示するため、当 

該契約者等の個人情報を利用すること 

4  当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成 

13 年法律第 137号）第 4条第 1項に従った開示請求があった場合、前 3項の規定にかかわらず、当該 

請求の範囲内で情報を開示することがあります。また、当社は、社団法人電気通信事業者協会、 

社団法人テレコムサービス協会、社団法人日本インターネットプロバイダー協会および社団法人 

日本ケーブルテレビ連盟による平成 17 年 10 月付での策定に係る「インターネット上の自殺予告事 

案への対応に関するガイドライン」（その変更を含みます。）に従った照会があった場合または 

平成 19 年 2 月付での策定に係る「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」（その 



変更を含みます。）に従った開示請求があった場合、本条第 2 項の規定にかかわらず、当該照会ま 

たは開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。 

5  当社は、本条第 3 項および前項前段の場合において、契約者等の個人情報を適切に管理するように契 

約等により義務付けた業務委託先（オプティム社を含みます。）に対し、利用目的の達成に必要 

な業務を委託する目的で、当該契約者等の個人情報の取扱いを委託することができるものとしま 

す。 

 

第 10条（当社による利用契約の解除） 

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知ま 

たは契約者の承諾を要することなく、利用契約を解除することができるものとします。 

(1) この規約に違反した場合 

(2) この規約に定める申込書、変更届、その他届出内容に虚偽の記載が確認された場合 

(3) 支払停止または支払不能となった場合 

(4) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがなされ 

または自らこれらの申立てをした場合、その他信用状態に重大な不安が生じた場合 

2  契約者は、前項に基づき利用契約が解除された時点において、未払いの月額料金等の債務がある 

場合、当然に期限の利益を喪失するものとし、当社に対して直ちに当該月未払債務を支払うもの 

とします。 

 

第 11条（利用者による利用契約の解除） 

契約者は、当社所定の方法により当社に通知することにより、利用契約を解除するこ 

とができるものとします。契約者がかかる通知を行った場合、利用契約は、当社がかか 

る通知を受領した時期に応じて当社が別途定める時期に終了します。 

2  前項により利用契約が解除された場合、契約者は、当該解除前に生じた支払債務であ 

って未履行のものを、この規約の定めに従い当社に弁済するものとします。 

 

附 則 

この規約は、令和 5年 6月 11日から施行します。 
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